
奨学のための給付金制度のお知らせ  

 

この制度は、国の「高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）」事

業として、平成 26 年 4 月以降に公立高校へ入学した生徒の保護者等の方を対象と

した返還不要の給付金を支給するものです。授業料以外の教育に必要な経費の経済

的負担の軽減を図るため、以下の条件に該当する保護者等の方に年に一度、給付金

を支給します。支給を受けるには年度ごとに申請が必要となりますので、対象とな

る方は忘れずにご申請ください。 

 

 対象となる方  平成２６年４月１日以降に入学し、令和５年７月１日現在で在学して

いる高校生等の保護者（子に対して親権を行う者または未成年者後見人、生徒の就学に

要する経費を負担すべき者）等で、次の１～３の全てに該当する方。 

 

 

 

 

 

※ ただし、以下のいずれかに該当する場合は給付金を受け取ることはできません。 

  ・児童福祉法による「児童入所施設措置費等国庫負担金」の支弁対象となる高校生等

で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている方（ただし母子生活支援施設の高

校生は除く） 

 ・高校生等が７月１日に休学している場合（ただし１１月末日までに復学し、奨学給付

金の申請をした場合は対象となります） 

  ・高等学校等を卒業し修了したことがある方 

 支給回数  １人の高校生等につき年１回、通算３回（ただし、定時制及び通信制の高

等学校に通う高校生等は通算４回、専攻科に通う生徒高校生等は２回）を上限とします。 

 基準日   令和５年７月１日現在の状況により審査いたします。 

 提出・審査結果について  申請書等は県内公立高校から配布します。対象となる方

は、申請書の他、裏面に記載されている書類を学校が指定した日までに郵送または持参

して学校に提出してください。 

私立高校に在学する生徒の申請書を公立高校へ提出することはできません。 

  書類を審査した後、審査結果を通知します。認定された方には、１２月末までに給付す

る予定です（支給は年に一度です）。 

 注意  保護者の住所が県外にある場合は山梨県の高校へ提出せず、住所のある都道府

県の教育委員会等の指示に従って提出してください。また、保護者の住所が山梨県内に

あり、生徒が県外の公立高校へ在学している場合は、山梨県高校教育課（電話 055-223-

1769）へ、県外の私立高校へ在学している場合は、山梨県私学科学・振興課（電話 055-

223-1322）へお問い合わせください。 

 

※ 上記の７月１日現在の状況による審査のほか、家計急変により収入が激減した世帯に 

対しての審査もあります。詳しくは、高校教育課または学校にお問い合わせください。 

１ 保護者等が山梨県内に住所を有していること 

２ 保護者等全員の令和５年度の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税（０

円）又は生活保護（生業扶助）を受給している世帯であること 

３ 高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者又は学び直し支援の対象の方 



 

   

区分 学校区分 
１人あたり支給額 

（年額） 

生活保護（生業扶助）受給世帯

の高校生等 
全日制・定時制・通信制 32,300 円 

県民税所得割及び市町村民税所

得割が非課税の世帯の第 1 子の

高校生等 

（生活保護受給世帯を除く） 

全日制・定時制 11７,100 円 

通信制 50,500 円 

専攻科 50,500 円 

県民税所得割及び市町村民税所

得割が非課税の世帯の第２子以

降の高校生等 

（生活保護受給世帯を除く） 

全日制・定時制 143,700 円 

通信制 50,500 円 

専攻科 50,500 円 

    

 

 申請に必要な書類  

 

(1) 全員共通で提出するもの 

□申請書（高校生等 1 人につき 1 枚提出） 

対象となる高校生等が複数いる場合は、それぞれの申請が必要です。 

□口座振込依頼書および通帳の写し 

□委任状（学校で給付金を授業料以外の教育費と相殺する場合） 

□高校生等が県外の公立高校等へ在学している場合のみ「在学証明書」 

(2) 「生活保護（生業扶助）」を受けている世帯のみ提出するもの 

□「生活保護法第３６条の規定による生業扶助(高等学校就学費) 

受給証明書」（７月１日以降に証明を受けたもの） 

※生活保護受給証明書に生業扶助の記載がある場合は代わりに使用できます。 

 生活保護受給証明書の生業扶助については、証明書発行時に申告しないと記載さ 

れない場合があるので、発行窓口で記載を行うように申請してください。 

(3) 県民税及び市町村民税の所得割が非課税である世帯のみ提出するもの 

□支給年度の保護者等全員の個人番号カードの写し等 

（個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載  

事項証明書等） 

※個人番号カード(写)等貼付台紙兼同意書に貼付して提出してください。 

  □申請者が、申請する高校生等以外に 15 歳以上（中学生を除く）23 歳未満の 

兄弟姉妹を扶養されている場合 

→扶養されている兄弟姉妹の健康保険証の写し 

※保険証が社会保険ではなく、国民健康保険である場合は、併せて「扶養誓約書」を 

提出してください。 

 
提出先：山梨県立甲府工業高校 事務室 

電話番号：０５５－２５２－４８９６ 

 支給額  ※第１子、第２子の考え方は別紙対象確認シートを確認してください  


